
1 各種会計予算総括表   　　　 　         （単位：千円）

現計予算額 補正額 計

(A) (B) (A)＋(B)

70,054,163 30,938,556 100,992,719

2,328,174 2,328,174

321,106 321,106

24,745 24,745

7,741,246 148,500 7,889,746

29,860 29,860

609,005 609,005

55,043 55,043

19,119,176 19,119,176

1,532,022 1,532,022

10,899,837 10,899,837

42,660,214 148,500 42,808,714

6,540,911 6,540,911

119,255,288 31,087,056 150,342,344

2 一般会計の主な内容   　　　 　         

【歳　入】 千円
事項別
ページ

● 10款　地方交付税 5,847,818 20

(1)　特別交付税

● 15款　県支出金 21,094,672 22

(1)　災害救助費負担金　20,771,550

　　　（災害救助費　6,821,550　災害弔慰金　13,800,000　災害障害見舞金　150,000）　

(2)　労働福祉費補助金　323,122

　　　（緊急雇用創出事業費　22,715　重点分野雇用創出事業費　300,407）

● 18款　繰入金 △903,934 26

(1)　財政調整基金繰入金

● 21款　市債 4,900,000 28

(1)　災害援護資金貸付金

国民健康保険事業

後期高齢者医療

石巻市の平成23年度4月25日付け専決補正予算の概要

　今回の専決補正予算は、「東日本大震災」により死亡した方の遺族に対する災害弔慰金や災害から
の生活再建資金として貸付けする災害援護資金貸付金などの災害援護経費をはじめ、仮設住宅とし
て提供する市営住宅の改修費用や被災者住宅の応急修繕費用、二次避難所及び就労就学支援避
難所の設置費用などの災害救助経費、職を失くした被災者等の雇用の場確保としての雇用対策経
費、災害復興計画策定費用などの復興対策経費等について所要額を措置したもの。

会　　計　　区　　分

一般会計

漁業集落排水事業

下水道事業

小　　　計

水産物地方卸売市場事業

駐車場事業

介護保険事業

病院事業会計

合              計

特
　
別
　
会
　
計

土地取得

農業集落排水事業

浄化槽整備事業
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【歳　出】

● 2款　総務費

(1)　復興計画策定関係費 31,650 30

・震災復興計画の策定に要する経費

　震災復興ビジョン懇談会出席者報償金　1,000　震災復興基本計画策定業務委託料　30,000　等

● 3款　民生費

(1)　保育所管理費（東日本大震災関係分） 8,500 32

(2)　災害救助費（東日本大震災関係分） 6,867,284 34

・災害救助法に基づく救助に要する経費で、県に替わり市が繰替え支弁する経費

　避難所運営経費　89,984　応急仮設住宅経費　87,000　住宅応急修繕経費　4,160,000

　食品購入経費　2,508,300　学用品購入経費　22,000

(3)　災害援護費（東日本大震災関係分） 23,500,000 34

　災害弔慰金　18,400,000　災害障害見舞金　200,000　災害援護資金貸付金　4,900,000

● 5款　労働費

(1)　緊急雇用創出事業費（東日本大震災関係分） 22,715 36

(2)　重点分野雇用創出事業費（東日本大震災関係分） 300,407 36

・震災により職を失くした被災者等の雇用の場確保に要する経費

　雇用者数　緊急雇用分　23人　重点分野分　233人　合計　256人

● 10款　教育費

(1)　小学校管理費（東日本大震災関係分） 140,000 38

・被災小学校児童の代替施設への送迎に要する経費（バス借上料）

(2)　中学校管理費（東日本大震災関係分） 30,000 40

・被災中学校生徒の代替施設への送迎に要する経費（バス借上料）

(3)　高等学校管理費（東日本大震災関係分） 30,000 42

・被災高等学校生徒の代替施設への送迎に要する経費（バス借上料）

(4)　幼稚園管理費（東日本大震災関係分） 8,000 44

・被災幼稚園児童の代替施設への送迎に要する経費（バス借上料）

3 特別会計の主な内容   　　　 　         

● 下水道事業特別会計 148,500 53

　※　湊、渡波、はまなすの3保育所は中央児童館を、井内保育所は稲井幼稚園をそれぞれ
　　　代替施設として利用する。

・震災により死亡した方の遺族に対する災害弔慰金、災害からの生活再建資金として貸付けす
　る災害援護資金貸付金等に要する経費

・被災した保育所の代替施設となる「中央児童館」及び「稲井幼稚園」における外部搬入給食
　の実施に要する経費（保育所給食外部搬入業務委託料）
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（歳入）　下水道事業債　148,500

（歳出）　下水道施設災害復旧費　148,500

　「東日本大震災」に伴う汚水管路の被害状況調査及び災害復旧に係る測量設計に要する経費等を
措置したもの。
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